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厚 生 委 員 会 報 告 資 料 

令和８年４月１５日 

件   名  「子どものこころ・自殺対策協議会」の設置について 

所管部課名  衛生部こころとからだの健康づくり課、子ども家庭部こども家庭相談課 

内   容 

令和７年６月に改正された自殺対策基本法で定められた子どもの自殺

対策に係る協議会について、区は要保護児童対策地域協議会を活用し今

後運用を図っていくこと、また運用には「にも包括」（※）の視点を取

り入れていくことを以下のとおり報告する。 

 ※ 「にも包括」：精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの

略称 

 

１ 子どもの自殺対策に係る協議会設置の根拠・概要 

（１）全国の令和６年の小中高生の自殺者数が５２９人で過去最多とな 

っている状況などに対処するため、子どもに係る自殺対策推進の体 

制整備などを定める趣旨で法が改正された。 

  ※ 自殺対策基本法の一部を改正する法律（令和７年６月１１日公

布） 

（２）これにより、地方公共団体は、子どもの自殺対策における体制整 

備、及び自殺未遂をした子どもへの継続的な支援等のために協議会 

を置くことができることとなった。 

※ 協議会の施行日は令和８年４月１日 

 

２ 足立区における子どもの自殺対策に係る協議会運用イメージ 

（１）既存の会議体に自殺対策の機能を追加 

   既存の会議体である「要保護児童対策地域協議会」（以下、「要

対協」という）を活用する。 

  ア 理由 

子どもの自殺発生回避や自殺未遂者支援に取り組むにあたり、

構成者等に親和性がありより重層的な支援につなげられる。 

  イ 協議会の構成者 

今まで 追加 

区立小中学校、区教育委員会、都児童

相談所、区医師会（小児科）、区歯科

医師会、警察署、民生・児童委員、未

就学児通所施設、児童養護施設、子ど

もに係る活動を行う民間団体等 

児童精神科医（足立区医師会・学

識）、区内精神科医療機関、都立

精神保健福祉センター、特定非営

利活動法人自殺対策支援センター

ライフリンクを想定 
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  ウ 対象とする子どもの年齢 

    要対協と同様に１８歳未満とする（年齢を理由に必要な支援が

途切れないよう配慮）。 
 

（２）名称 

   「子どものこころ・自殺対策協議会」とする。 

（３）「にも包括」の推進 

  ア 当該協議会は、「にも包括」の考え方のうち子どもに特化した

視点を取り入れ「にも包括」の子ども部会として運用し、子ども

のこころの健康のための社会資源の拡充につなげていく。 

  イ 取組の一環として、協議会構成員との共通認識が持てるよう、

子どもの精神疾患への対応に係る児童精神科医等による研修会も

実施していく。 

（４） 足立区の協議会のイメージ図 

 

 

 

  ※ 協議会では、個別具体的な支援の内容等を協議する個別検討会
議を中心に行う。 

  
（５） 子どものこころ・自殺対策協議会の開催頻度とメンバー 

会議名 開催頻度 メンバー 

代表者会議 年１回 

要対協メンバー 
区立小中学校、区教育委員会、都児童
相談所、区医師会（小児科）、区歯科
医師会、警察署、民生・児童委員、未
就学児通所施設、児童養護施設、子ど
もに係る活動を行う民間団体等 

上記に加えて 
子どものこころ・自殺対策協議会とし
て、児童精神科医（足立区医師会・学
識）、都立精神保健福祉センター、ラ
イフリンクを想定  
※そのほか、庁内関連部署の管理職 
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実務者会議 
（地区連絡会議）

７ブロックご
とに各年１回 
※要対協と兼
ねる 

要対協実務者会議に子どものこころ・
自殺対策協議会として衛生部事務局が
参加し、児童精神科医等による研修会
の案内等を行う 

個 別 会 議 年１０回程度 

ケースの状況に応じて、区内精神科医
療機関、ライフリンク、必要に応じて
主治医、学校関係者、都児童相談所、
庁内の関連部署等 

 

（６）協議会設置に向けたスケジュール（予定） 

令和８年 

～４月 

国の子どもの自殺対策協議会設置に関するガイドライ

ンの動向を見守りつつ、区の子どもの自殺対策に係る

協議会の素案作成 

５月 
足立区自殺対策戦略会議にて子どもの自殺対策に係る

協議会の素案を提示 

 ６月 区の子どもの自殺対策に係る協議会の設置要綱の策定

 ７月 

要対協の代表者会議にて、要対協が「子どものこころ

・自殺対策協議会」及び「にも包括」の子ども部会を

兼ねることを周知 

 

３ 参考 
国が示す協議会のイメージ図 別紙１参照 
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３ 参考 国が示す協議会のイメージ図 

別紙１ 

資料：こども家庭庁（こどもの自殺対策について 令和７年１２月２３日より抜粋） 
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厚 生 委 員 会 報 告 資 料 

令和８年４月１５日 

件   名 
 令和８年度高齢者インフルエンザ予防接種における高用量ワクチンの追

加及び令和７年度接種状況について 

所管部課名  衛生部保健予防課 

内   容 

 高齢者インフルエンザの定期接種に用いるワクチンとして、「高用量イ

ンフルエンザワクチン」を追加する方針が令和７年１１月に国から示され

たので報告する。 

 

１ 高用量インフルエンザワクチン 

（１）概要 

有効成分が標準量ワクチンの４倍含まれており、標準量ワクチンと

比較してインフルエンザの発症予防や呼吸器・心血管疾患による入院

を低減するなど重症化予防により高い効果が確認されている。 

（２）接種対象者 

   ７５歳以上の方 

（３）接種方法 

７５歳以上の方は従来の「標準量ワクチン」、または「高用量ワクチ 

ン」のいずれかを選択して接種することができる。 

６５～７４歳の方は、従来どおり「標準量ワクチン」の接種を継続。 

（４）開始時期 

令和８年１０月１日 

（５）接種単価 

   ９，５３３円（標準量ワクチンは５，４６３円） 

（６）助成額 

   令和８年第２回定例会までに検討を行う。 

 

２ 令和７年度のインフルエンザワクチン接種状況(令和８年３月３１日時点) 

（１）令和７年度接種者数                （件） 

接種月 １０月 １１月 １２月 １月 合計 

接種者 56,253 38,700 7,210 935 103,098 

（２）令和７年度接種率 

  対象者数 １７５，７２０人 

  接種率  ５８．６７％（見込）【令和６年度接種率：５８．９％】 

３ 今後の方針 

  単価やワクチンの供給量等を確認しながら、区医師会と協議していく。 
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厚 生 委 員 会 報 告 資 料 

令和８年４月１５日 

件   名  令和７年度新型コロナウイルスワクチン接種状況について 

所管部課名  衛生部保健予防課 

内   容 

１ 令和７年度の接種状況について（令和８年３月３１日時点） 

（１）接種対象者 

ア ６５歳以上の者 

イ ６０歳から６４歳で一定の基礎疾患を有する方 

（２）令和７年度接種者数    ※２、３月の接種数は見込値 （件） 

接種月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 小計 

区内接種者 25,106 18,597 9,743 1,644 711 686 56,487 

区外接種者 2,770 2,770 

合計 59,257 

（３）令和７年度接種率 

  対象者数 １７５，７２０人 

  接種率  ３３．７２％（見込）【令和６年度接種率：３８．５％】 

 

２ これまでのエビデンス （別紙２、３参照） 

（１）令和６年の全国の新型コロナウイルス感染症による死亡者数は、イ

ンフルエンザの死亡者数の約１３倍となっており、日本感染症学会、

日本呼吸器学会、日本ワクチン学会は定期接種を強く推奨している。 

（２）厚生労働省によると、新型コロナウイルスの死亡者は、令和６年に

おいて３５，８６５人おり、そのうち９７％が６５歳以上の高齢者で

あった。 

（３）長崎大学の入院予防の有効性に関する研究では、ワクチン接種者は

非接種者に比べ、入院予防効果が６３．２％高かった。 

 

３ 令和８年度の接種の検討状況について 

（１）開始時期 

   令和８年１０月１日 

（２）接種単価 

   １５，６１３円 

（３）予想接種率 

   ３５％ 

（４）助成額 

   令和８年第２回定例会までに検討を行う。 

7



４ 今後のすすめ方・スケジュール等 

（１）令和８年３月３１日まで接種を実施しているため、執行率の精査を

行った後、令和８年第２回定例会の補正予算で助成額を計上する。 

（２）自己負担額を引き続き「無料」とする方針を「案」として検討を行

う。 
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厚 生 委 員 会 報 告 資 料 

令和８年４月１５日 

件   名  住宅宿泊事業（民泊）施設の立入調査の実施について 

所管部課名  衛生部足立保健所生活衛生課 

内   容 

 住宅宿泊事業（民泊）施設における管理運営の実態を把握し、事業者に

対して、法律に基づいた適正な事業実施を指導するため、立入調査を実施

する。 

 

１ 対象施設 

  区内全施設 ２６１件（速報値：令和８年３月末現在） 

  令和８年度に新たに届出された施設も調査対象とする。 

 

２ 調査の優先順位 

  区内全施設の立入調査について、以下優先順位の高いところから実施

していく。 

（１）千住地域等の繁華街で、届出数が多い地域 

（２）過去に苦情があった施設 

（３）令和８年度新規届出施設 

  ※ 全施設調査実施後も、定期的に立入調査は継続していくが、調査

の頻度・方法については、全施設調査結果を踏まえて検討していく。 

 

３ 監視体制 

  生活衛生課職員２名以上にて立入調査を行う。 

 

４ 主な調査項目 

（１）構造設備 

   （台所、浴室、便所、洗面設備、非常用照明器具、避難経路表示） 

（２）衛生管理状況（居室清掃、施設内、シーツ等備品） 

（３）標識掲示状況、宿泊者名簿、苦情対応記録 

（４）騒音防止、ごみ処理に関する宿泊者への案内方法 

（５）廃棄物保管、処理方法※ 

  ※ 「外国人との共生に関するＰＴ」で検討した具体的な取り組みと

して、外国人事業者に、ごみの管理や排出方法に関して外国語版資

料を配付する。 

    また、令和８年４月から始まるプラスチック分別についても、資

料を活用しながら周知していく。 
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５ スケジュール（予定） 

  令和８年４月   事前準備 

      ５月～  立入調査実施 

 ※ 令和８年度の立入調査予定 ２５０件（月２０件程度を想定） 

 

６ 今後の方針 

（１）令和８年度上半期までの立入調査結果については、１１月の厚生委

員会で報告する。 

（２）立入調査の結果を踏まえて、住宅宿泊事業（民泊）の規制強化の必

要性について庁内で検討を行っていく。 

 

【参考】旅館業施設数および監視指導実施状況 

１ 旅館業施設数 

  区内全施設 １５９件（速報値：令和８年３月末現在） 

   内、一棟貸や集合住宅の一室のみで営業している施設 約１００件

２ 監視指導 

  ３年毎に立入調査を実施し、構造設備、駆けつけ体制、衛生管理状況、

宿泊者名簿等帳票類及び掲示物等を確認している。 

  このほか、区民からの苦情等が寄せられた場合には、施設の現地調査

や事業者からの聞き取り等で速やかに状況確認を行った上で、指導等を

実施している。 
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厚 生 委 員 会 報 告 資 料 

令和８年４月１５日 

件   名 
 令和８年６月の「東京都ＨＩＶ検査･相談月間」におけるＨＩＶ・梅毒

郵送検査の実施について 

所管部課名  衛生部足立保健所感染症対策課 

内   容 

近年、性感染症の報告数が高い水準で推移していることから、令和８年

６月の「東京都ＨＩＶ検査･相談月間」における啓発活動に合わせて試験的

にＨＩＶ・梅毒郵送検査を実施し、検査体制の拡充とニーズの確認を行う。 

 

１ 現状 

（１）足立保健所において無料・匿名でＨＩＶ・性感染症（梅毒及びクラ

ミジア）検査を隔週で実施している。 

（２）検査日と結果確認日の計２回平日に来訪を要するなど、検査を受け

ることへの障壁がある。 

（３）ここ数年で、来所者数の年間平均が定員の半数に満たない状況が生

じている。 

 

２ 郵送検査の概要 

（１）検査希望者からオンラインで申込を受付（申込動機等のアンケート 

も実施）。 

（２）委託事業者より検査キットや検体送付用資材等を受検者へ送付。 

（３）受検者が自己採取した検体を委託事業者へ送付。 

（４）委託事業者が検査を行い、その結果をオンラインで受検者へ通知。 

（５）委託事業者から感染症対策課へ結果を報告。陽性の方に対し、感染 

症対策課から医療機関の受診勧奨と感染拡大防止指導を行う。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 対象者 

  １８歳以上の足立区在住者（先着５０名） 
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４ 申込受付期間 

  令和８年６月１日（月）～６月３０日（火） 

５ 周知方法及び今後の方針 

６月の「東京都ＨＩＶ検査･相談月間」にあわせて、区ホームページ及

びあだち広報等での事業周知を行う。また、本事業への申込状況や受検

者へのアンケート結果等を踏まえ、郵送検査の恒常化や保健所での検査

実施頻度の再検討等、令和９年度以降のＨＩＶ・性感染症検査の実施方

法の見直しを行う。 
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厚 生 委 員 会 報 告 資 料 

令和８年４月１５日 

件   名 
 足立区新興感染症への事前準備と発生時対応マニュアル（地域保健法に

基づく健康危機対処計画／感染症・衛生試験所編）の策定について 

所管部課名  衛生部足立保健所感染症対策課、生活衛生課 

内   容 

 地域保健法の基本指針において、保健所及び地方衛生研究所は、健康危

機に備えるため「健康危機対処計画」を策定することとされている。 

 このため、区においては、令和６年に策定した足立区感染症予防計画の

手引書として本マニュアルを策定し、「健康危機対処計画／感染症・衛生試

験所編」として位置付ける。 

 

１ 概要 

 新型コロナウイルス感染症への対応の教訓を踏まえ、有事の際に保健

所が迅速に機能するため、平時からの訓練や人材育成の実施、関係機関

との連携体制の構築、健康危機が発生した際の初動対応や業務継続の手

順を具体的に記載。 

 

２ 構成 

１

章 

基本方針 

基本的な考え方、マニュアルの概要と実効性の担保について記載 

２

章 

平時からの保健所体制整備【事前準備計画】 

健康危機発生時の人員体制の想定、平時からの人材育成をはじめと

した保健所体制の強化について記載 

３

章 

新興感染症発生時における対策【発生時行動計画】 

新型コロナウイルス感染症対応時の経験を基に流行のフェーズを０

から３に分類し、フェーズに対応した具体的な行動を記載 

４

章 

資料編 

整理・保管する業務マニュアルや資料を明記するとともに、感染対

策に使用する資材の備蓄目標を具体的に記載 

 

３ 今後の進め方 

  既に足立区医師会へは本マニュアルの素案を提示し内容確認済。 

今後、本マニュアルに沿って保健所体制の整備を推進するとともに、

本マニュアル自体も不断の見直しを行い、状況に応じて随時改訂を行う。 

 

 

19


